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令和４年 第１回阿賀野市農業委員会総会会議録 

 

１ 令和４年第１回阿賀野市農業委員会総会は、令和４年１月３１日(月) 午後１時３０分よ

り、阿賀野市 笹神支所 ４階 議場に招集された。 

 

２ 出席者は次のとおりである。 

   ○農業委員 

 １番 曽 我 憲 司  ２番 渡 辺   隆 ３番 上 松 千 恵 

４番 本 間 多佳子  ５番 皆 川 光 浩  ６番 見尾田 正 行 

 ７番 阿 部 萬紀夫  ８番 齋 藤 瑞 穂 ９番 菅 井   茂 

１０番 渡 邉   悟 １１番 五十嵐 佐 敏 １２番 遠 山   登 

１３番 松 田 昭 悦 １４番 笠 原 尚 美 １５番 栁   壽 一 

１６番 大 堀 哲 男 １７番 小 林 章 男 １８番 相 馬 重 男 

１９番 小 嶋   覚   

   ○推進委員 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、招集していない。 

 

３ 欠席委員   

○農業委員 

   ８番 齋 藤 瑞 穂 

  １３番 松 田 昭 悦 

１６番 大 堀 哲 男 

１７番 小 林 章 男 

 

４ 遅参委員   な し 

 

５ 早退委員   な し 

 

６ 会長の命により出席した者 

   事務局長           斎 藤 和 彦 

      次長             木 村 秀 行 

係長             斎 藤   恵 

主幹             山 崎 一 之 

主任             長谷川 幸 太 

 

７ 会議の日程は次のとおりである。 

日程第１  議事録署名委員の指名について 

日程第２  会期の決定について 

日程第３  報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第４  報告第２号 農地法第３条第１項の規定による許可書の交付について 

日程第５  報告第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農地利用配分計画の決 

定について 

日程第６  議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

日程第７  議案第２号 事業計画変更の承認申請について 

日程第８  議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

日程第９  議案第４号 農業経営基盤強化促進法の規定による農地利用集積計画の決 

定について 
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８ 審議の結果は次のとおりである。 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻となりましたので、ただ今より令和４年１月定例総会を開会いたしま

す。 

 只今の出席委員は、１５名です。定足数に達しております。 

 本日の欠席委員は、８番 齋藤 委員、１３番 松田 委員、１６番 大堀 委

員、１７番 小林 委員の４名です｡ 

 また、本日は、先にご案内いたしましたとおり、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大により、やむを得ず推進委員は招集しておりません。 

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

それでは、日程第１ 議事録署名委員を指名いたします。 

７番 阿部 委員、９番 菅井 委員、１０番 渡邉 委員を指名したいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認め、議事録署名委員を、７番 阿部 委員、９番 菅井 委員、

１０番 渡邉 委員にすることに決定しました。 

続きまして、日程第２ 会期の決定について、お諮りします。 

 会期については、本日１日限りにしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認め、会期を本日１日限りにすることに決定しました。 

 本日の書記は、斎藤 局長、木村 次長、斎藤 係長、山崎 主幹、長谷川 主

任であります。 

 それでは、日程第３ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通

知について、を議題といたします。  

事務局の説明をお願いします。 長谷川 主任、お願いします。 

  

それでは議案書の１ページをご覧ください。  

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、説明をい

たします。 

 

今月は９９件あります。 

契約内容別では、農地法第３条の使用貸借権設定の解約が３件、農用地利

用集積計画の賃貸借権設定の解約が８９件、農用地利用集積計画の使用貸借

権設定の解約が３件、農地中間管理事業の賃貸借権設定の解約が４件です。 

解約事由で主なものでは、地域集積に関連した解約が多数提出されていま

す。 

勝屋地区の地域集積に関連した解約が４ページの２２５番ほかで、１１件

あります。 

金渕甲地区の地域集積に関連した解約が３１ページの２５５番ほかで、６

件あります。 

里地区の地域集積に関連した解約が３３ページの２５８番ほかで、２３件

あります。 

上高田地区の地域集積に関連した解約が７１ページの２９６番ほかで、５

件あります。 

また、農地中間管理権設定のための解約が多数提出されていますが、５６
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議長（小嶋） 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

事務局 

（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

 

ページの２７５番、５７ページの２７６番のように、農協が間に入っている

農地利用集積円滑化事業の契約が、今年の３月から４月に終了するので契約

終了を待たずに解約して中間管理に替えるものと、借受人が他の農地を農地

中間管理事業で借りており、中間管理にまとめた方が便利なため解約するも

のがあります。 

 

続きまして、小島地区で法人化があり、法人で借りるための解約で、１４

ページの受付番号２３８番ほかで、１４件あります。 

７９ページの受付番号３２０番、３２１番、３２２番、３２３番は農地中

間管理権の解約で、農地を売買するために解約するものです。 

そのほか詳細につきましては、記載のとおりであります。 

 

以上で報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、説

明を終ります。 

 

 ありがとうございました。 

 事務局の説明が終わりました。 

 報告案件ではありますが、ご質疑がございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 ご承知おきをお願います。 

続きまして、日程第４ 報告第２号 農地法第３条第１項の規定による許

可書の交付について、を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 長谷川 主任、お願いします。 

  

議案書の８３ページをご覧ください。 

報告第２号 農地法第３条第１項の規定による許可書の交付について、説

明します。 

 

１１月総会議案第２号で、農地法第３条第１項による買受適格証明書の交

付について説明し、併せて農地法第３条第１項の規定による許可書の交付に

つきましても承認をいただいたところですが、阿賀野川土地改良区にて１２

月８日に開札、１２月１５日に売却決定された落札者に対しこれを交付しま

したので報告するものであります。 

 

受付番号４８番、譲受人は記載のとおりです。  

土地の所在地が月崎字西間（ニシマ）、地目は台帳・現況がともに田、地

籍９８９㎡、これを含めまして合計１０筆で４，９９８．１３㎡です。 

譲受・譲渡理由は「耕作利便」と「公売」です。 

契約の内容が総額で１，８９０，０００円での落札です。  

 

以上で報告第２号 農地法第 3条第１項の規定による許可書の交付につい

て、説明を終わります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

 報告案件ではありますが、ご質疑がございましたらお願いします。 
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委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（斎藤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 ご承知おきをお願います。 

ここで、説明員を交代いたします。 

 

 ─ 説明員  交代  斎藤 係長 ─ 

 

続きまして、日程第５ 報告第３号 農業経営基盤強化促進法の規定によ

る農用地利用配分計画の決定について、を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 斎藤 係長、お願いします。 

  

報告第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用配分計画

の決定について、報告いたします。 

 

令和３年１２月２７日開催の定例総会で承認された、農地中間管理権設定

の農地等全１１５件、９３８筆、８５７，５４３．５８㎡について、報告し

ます。 

配分は１０５件、移転は１０件となっております 

 

はじめに、配分については、議案書の９０ぺージからとなります。 

土地の所在地、地目、地積、賃貸借料につきましては、農地中間管理権設

定で固定しておりますので、案件ごとの読み上げは省略します。 

令和４年２月２５日、新潟県が公告をすることから、期間の開始は令和４

年２月２６日、終了及び賃貸借料は各案件固定となっております。 

 

続きまして、配分の移転については、８５ページ４００番から８９ぺージ

４０９番までです。 

移転後の開始は、令和４年２月２６日、終了及び賃貸借料は各案件固定と

なっております。 

なお、配分計画の譲受人は、農地中間管理事業農用地等借受申出登録者で

す。 

 

以上、報告を終ります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

 報告案件ではありますが、ご質疑がございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 ご承知おきをお願います。 

ここで、説明員を交代いたします。 

 

 ─ 説明員  交代  長谷川 主任 ─ 
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事務局 

（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、日程第６ 議案第１号 農地法第３条第１項の規定よる許可

申請について、を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 長谷川 主任、お願いします。 

 

議案書の１９１ページをご覧ください。 

 議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、説明い

たします。 

今月の申請件数は、所有権移転が４件、８筆で、面積が６，９７９㎡です。 

使用貸借権設定が２件、４７筆で、面積が３４，６５３㎡です。 

 

最初に所有権移転を説明いたします。 

受付番号４９番 法柳字下谷内（シモヤチ）、地目は台帳・現況がともに

田、地積が１，０４３㎡、これを含めまして合計２筆で１，２４０㎡です。 

譲受・譲渡理由は「隣接地の取得」と「財産処分」です。  

契約の内容は、総額５５０，０００円の売買です。 

受付番号５０番 法柳字沖田（オキタ）、地目は台帳・現況がともに田、

地積が１，０１１㎡です。 

譲受・譲渡理由は「隣接地の取得」と「財産処分」です。  

契約の内容は、贈与による所有権移転です。 

受付番号５１番 上福岡字石畑（イシバタケ）、地目は台帳・現況がとも

に畑、地積が４１３㎡、これを含めまして合計４筆で１，６９１㎡です。 

譲受・譲渡理由は「親族より受贈」と「親族への贈与」です。  

契約の内容は、贈与による所有権移転です。 

受付番号５３番 保田字家脇（イノワケ）、地目は台帳・現況がともに田、 

地積が３，０３７㎡です。 

譲受・譲渡理由は「耕作利便」と「財産処分」です。  

契約の内容は、総額３，０００，０００円の売買です。 

 

１９２ページになります。 

続きまして使用貸借権の設定ですが、受付番号５２番、１９６ページの５

４番は、農業者年金受給中のため再設定するものであり、説明を省略いたし

ます。 

 

以上ですが、本議案について、審査基準の全ての項目について、申請書に

記載された内容が、当該審査基準に該当するか否かについて説明を申し上げ

ます。 

 最初に、申請地に「小作人がいるかどうか」については、農地基本台帳及

び申請者より該当しないことを確認いたしました。 

 また、譲受人が権利取得後に、「今回取得する全ての農地について耕作さ

れるか」という点については、譲受人からの聴取及び農機具等の所有状況か

ら耕作が行われるものと判断いたしました。 

 次に権利取得後の「農業従事及び効率的な利用」については、通作距離及

び農機具等の所有状況等から、問題はないと判断いたしました。 

「下限面積」については、全ての案件について要件を満たしております。 

また地域との調和要件については、地区担当委員からの現地調査結果でも

「許可相当」との報告をいただいております。 

 

 以上で議案第１号 農地法第 3条第１項の規定による許可申請について、

説明を終わります。 
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議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

これから審議に入ります。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、ご質疑

がございましたらお願いいたします。      

よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ）  

 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に

ついて、原案のとおり承認し、許可することにご異議ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請

について、原案のとおり承認し、許可することに決定いたしました。 

 

続きまして、日程第７ 議案第２号 事業計画変更の承認申請について、

を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 長谷川 主任、お願いします。 

 

１９９ページをご覧ください。 

議案第２号 事業計画変更の承認申請について、説明をいたします。 

受付番号２０番、当初計画者は記載のとおりで変更は有りません。 

土地の所在が七島字羽手場（ハテバ）、地目は台帳・現況がともに田、地

籍が５６５㎡のうち２１６㎡です。 

当初計画内容は、旧小里川排水路第１１次工事に係る仮設工事事務所で変

更はありません。 

事業計画変更の理由ですが、令和３年６月１日付け阿農委第５０３００８

号で一時転用許可を得て、仮設の工事現場事務所として使用していますが、

工事期間が延長になるため、利用期間を令和５年３月３１日まで延長をお願

いするものです。 

当初は、令和３年７月１日から令和４年１月３１日までの利用期間だった

ものを、令和３年７月１日から令和５年３月３１日までにするものです。 

利用期間は１年９か月となり、３年は越えないものです。 

場所につきましては、２００・２０１ページの位置図・案内図をご覧くだ

さい。 

県道主要地方道新潟・安田線沿いの前山集落と箸木免集落の中間に位置し

ています。 

２０２ページの更正図では斜線で申請地を表示しております。 

２０３ページには土地利用計画図を添付しております。申請地には現場事

務所と道具小屋、仮設トイレを設置し、残りのスペースは駐車場として利用

します。 

２０４ページは現場事務所の平面図・立面図を掲載しております。 

 

以上で議案第２号 事業計画変更の承認申請について、説明を終わりま

す。 
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議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

委員（上松） 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

 この案件につきましては、現地調査を実施しておりますので、現地確認報

告をお願いいたします。 

３番 上松 委員より、現地確認報告をお願いします。 

 

３番 上松です。 

先週、１月２５日に現地確認を行いました。 

こちらの事務所は、しっかりと鉄板も敷かれ、現在、問題なく使用してお

り、延長された場合においても問題ないものと思います。 

以上です。 

 

ありがとうございました。 

現地確認報告が終わりました。 

これから審議に入ります。 

議案第２号 事業計画変更の承認申請について、ご質疑がございましたら

お願いいたします。      

よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第２号 事業計画変更の承認申請について、原案のと

おり承認することにご異議ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２号 事業計画変更の承認申請について、原案の

とおり承認することに決定いたしました。 

続きまして、日程第８ 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許

可申請について、を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いします。 長谷川 主任、お願いします。 

 

２０５ページをご覧ください。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、説明い

たします。 

受付番号４１番、使用貸借による永久転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が、下里字樋尻（ヒジリ）、地目は台帳・現況がともに畑、地

積３６㎡です。 

転用目的は建設資材置場で、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和４年２月１日から令和４年２月１日まで、農地区分は、申

請地が京ヶ瀬工業団地内にあり第３種農地となります。 

転用事由ですが、申請者の資材置場については、平成８年３月２２日付け

新潟県芝農地第３５７４号にて転用許可されているところですが、当該地１

筆については未相続地であったため、当時の申請から除外したようです。 

平成１７年に貸し人の現所有者が、所有権を取得したものの転用手続きが

済んでいるものとの認識でいましたが、この度、その様な経緯が分かったこ

とから転用申請するもので、始末書付きの案件です。 
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場所につきましては、２０６・２０７ページの位置図・案内図をご覧くだ

さい。 

申請地は、ご覧のとおり京ヶ瀬工業団地内にあり、周囲に農地はありませ

ん。 

２０８ページは更正図になります。申請地を塗り潰しで表示しておりま

す。 

２０９ページは土地利用計画図になります。 

現地は整地され舗装もされており、転用許可済みの資材置場と一体になっ

ておりました。 

 

続きまして、２１０ページになります。 

受付番号４２番、賃貸借権設定による一時転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が上江端字下上ノ山（シモカミノヤマ）、地目は台帳・現況が

ともに田、地積１，４２８㎡、これを含めまして合計２５筆で１４，７１１

㎡です。 

転用目的は陸砂利採取に伴う搬出入路で、資金計画は記載のとおりです 

工事期間が令和４年２月１５日から令和７年２月１４日まで、農地区分

は、農用地区域内となっており原則許可できない場所でありますが、陸砂利

採取に伴う一時的な転用であり例外的に許可できるものとなっております。 

転用事由は、上江端集落の東側、上ノ山・浦田地区の陸砂利採取を実施す

るための搬出入路として利用するために一時転用するものです。 

場所につきましては、２１１・２１２ページの位置図・案内図をご覧くだ

さい。上江端集落東側の農地です。 

２１３ページは更正図で、申請地を太枠で囲んで表示しております。斜線

で表示している箇所が仮設道路とする場所です。 

２１４ページは平面図を掲載しております。 

 

続きまして、２１５ページになります。 

受付番号４３番、賃貸借権設定による一時転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が上江端字上ノ山（カミノヤマ）、地目は台帳・現況がともに

田、地積が１，０５７㎡、これを含めまして合計２２筆で１９，９４２㎡で

す。 

転用目的は陸砂利採取事業で、資金計画は記載のとおりです 

工事期間が令和４年２月２１日から令和５年８月２０日まで、農地区分は

農用地区域内となっており原則許可できない場所でありますが、砂利採取事

業による一時的な転用であり例外的に許可できるものとなっております。 

転用事由は、圃場整備を行いより良い農地に復旧するための手段として、

陸砂利採取を実施するものです。 

場所につきましては、２１６・２１７ページの位置図・案内図をご覧くだ

さい。 

上江端集落東側の農地です。先ほどの搬出入路を利用する砂利採取場にな

ります。 

２１８ページは更正図で、申請地を塗りつぶしで表示しております。 

２１９ページは平面図を掲載しております。 

 

以上で議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、

説明を終わります。 
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議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

委員（上松） 

 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（斎藤） 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

 この案件につきましては、現地調査を実施しておりますので、現地確認報

告をお願いいたします。 

４２番案件について、３番 上松 委員より、現地確認報告をお願いします。 

 

３番 上松です。 

４２番案件につきまして、ご報告いたします。 

先ほどの事業計画変更と同じ、２５日に現地を確認してまいりました。 

こちらの事業所は、陸砂利採取で実績のある事業者でもあり、何ら問題な

いと見てまいりました。 

以上です。 

 

ありがとうございました。 

現地確認報告が終わりました。 

なお、４１番及び４３番案件につきましても現地調査を実施しております

が、現地調査員の８番 齋藤 委員、１６番 大堀 委員が欠席のため、事務局

報告のとおりとさせていただきます。 

それでは、これから審議に入ります。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご質疑

がございましたらお願いいたします。      

よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

  

質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて、原案のとおり承認し、許可することにご異議ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請

について、原案のとおり承認し、許可することに決定いたしました。 

ここで、説明員を交代いたします。 

 

 ─ 説明員  交代  斎藤 係長 ─ 

 

続きまして、日程第９ 議案第４号 農業経営基盤強化促進法の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について、を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いします。 斎藤 係長、お願いします。 

 

 議案第４号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画

の決定について、説明申し上げます。 

 

では、表紙をご覧ください。 全体の受付状況を申し上げます。 

今月の受付状況は、所有権移転、２件、２筆、２，４２３．００㎡、賃貸

借権設定、１３４件、７０６筆、７６２，９５９．０３㎡、使用貸借権設定、     

２件、５筆、４，４１３．００㎡、農地中間管理権設定、８８件、７８４筆、   

９０６，５２６．４１㎡となります。 
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最初に所有権移転の案件です。 

２２１ページをご覧ください。 

譲渡人、譲受人の読み上げは省略させていただきます。 

なお、譲受人は、認定農業者またはあっせん譲受等候補者名簿登載者です。 

また、台帳現況地目については、いずれも田または畑のため、地籍を含め 

読み上げは省略させていただきます。 

それでは、左より 受付番号、土地の所在地、内容順に申し上げます。 

１番、六野瀬字井戸瀬、１，７０４㎡、総額７１６，０００円の売買です。 

２番、沢田字火ノ爪、７１９㎡、１０ａ当り２５０，０００円の売買です。 

  

次に、賃貸借権設定の案件です。 

なお、更新案件につきましては、説明を省略させていただきます。 

２２２ページをご覧下さい。 

３番、畑江外１筆、１，８２５㎡、１０ａ当りコシヒカリ６０ｋｇ。 

 

２２３ページ、４番、畑江外２筆、５，３２２㎡、１０ａ当りコシヒカリ

６０ｋｇ。 

 

２２６ページ、８番、駒林字土井内外９筆、５，３４５㎡、総額１４０，

０００円。 

 

２３１ページ、１８番、小浮字前島、９０６㎡、１０ａ当り ５，０００

円。 

１９番、小浮字前島、３９２㎡、１０ａ当り５，０００円。 

 

２３２ページ、２０番、小浮字前島、６０３㎡、１０ａ当り５，０００円。 

２１番、小浮字前島、２０１㎡、１０ａ当り５，０００円。 

２２番、小島外３０筆、２２，９４７㎡、１０ａ当り２０，０００円、２

４，０００円。 

 

２４９ページ、３９番、分田字壱杯巻外５筆、３，５３７㎡、１０ａ当り

２４，０００円。 

 

２５０ページ、４２番、分田字道心興野外１筆、８９７㎡、１０ａ当り２

２，０００円。 

４５番、上江端字寄ノ越、７９３㎡、１０ａ当り２２，０００円。 

 

２５１ページ、４８番、下ノ橋字柄目木外１筆、１，４２６㎡、１０ａ当

り２０，０００円。 

 

２５２ページ、５０番、田山字迎、１，１７３㎡、１０ａ当り２３，００

０円。 

 

２６７ページ、８０番、小島外３筆、３，７５０㎡、１０ａ当り２４，０

００円。 

 

２７８ページ、１０４番、上関口外１筆、２，８４２㎡、１０ａ当り２５，

０００円。 
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次に、使用貸借権設定の案件です。 

更新案件となりますので、説明を省略させていただきます。 

 

続きまして、農地中間管理権設定の案件です。 

３０４ページをご覧下さい。 

初めに、案件の期間については、令和４年２月１１日から 令和１０年２

月１０日または令和１４年２月１０日の設定となっております。 

また、契約の内容については、使用貸借、賃貸借では１０ａ当り３，７４

０円から３０，０００円の設定となっております。 

地籍も含め 読み上げは省略させていただきます。 

それでは、３０４ページ、１番、３０７ページ、３番から３１６ページ１

４番まで勝屋集落 地域集積関連の契約です。 

勝屋字道満田外１８１筆、２６３，９６１㎡。 

 

３２０ページをご覧ください。 

２５番から３４０ページ４３番まで金渕甲集落 地域集積関連の契約で

す。金渕字居前外１００筆、７１，１１４㎡。 

 

３４０ページ４４番から３５９ページ５６番、３６１ページ５８番、５９

番、３６５ページ６１番、３６６ページ６２番は、里集落 地域集積関連の

契約です。中野字道端外１７７筆、２４４，６９９．６３㎡。 

 

３７１ページをご覧ください。 

７３番から、３９０ページ９０番まで上高田集落 地域集積関連の契約で

す。上高田外１９９筆、２３４，１９８．２８㎡。 

 

３０４ページをご覧ください。 

２番、七島字家裏外２３筆、１４，８１９㎡。 

 

３１８ページ、１５番、駒林字善四郎谷内外３筆、３，４９７㎡。 

１６番、関屋字砂原、２，０２６㎡。 

１７番、関屋字上田外２筆、１，０４８㎡。 

 

３１９ページ、１８番、関屋字道上、１，７６５㎡。 

１９番、小浮字諏訪野外２筆、４，２１４㎡。 

２０番、庄ケ宮字細田外３筆、４，３７２㎡。 

 

３２０ページ、２１番、百津字新町、８４９㎡。  

２２番、福永字竜下、３，０１２㎡。  

２３番、関屋字宮浦外２筆、２，０９３㎡。  

２４番、関屋字中田外１筆、１，９３６㎡。  

 

３６０ページ、５７番、六野瀬字南郷外１１筆、１０，４９２㎡。  

 

３６２ページ、６０番、寺社字沢田外 20筆、１９１，２９．２２㎡。 

 

３６６ページ、６３番、六野瀬字宮ノ前外８筆、 ９，８１３㎡。 

 

３６７ページ、６４番、曽郷字居前外４筆、７，０６０㎡。  
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議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

３６８ページ、６５番、金渕字太田外２筆、３，５２９㎡。  

６８番、関屋、外５筆、４，３３６㎡。  

 

３６９ページ、６９番、月崎字西間外７筆、５，５８０㎡。 

 

３７０ページ、７０番、関屋字上田外６筆、７，６４０㎡。 

７２番、関屋字中田外２筆、３，５４８㎡。 

 

３９１ページ、９１番、山倉外１筆、１，７９５㎡。 

 

以上で、農用地利用集積計画の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条

第３項の要件である 農用地利用集積計画の内容が、「基本構想に適合する」

ものであること。 

利用権の設定等を受けた後において、備えるべき要件である「農用地のす

べてを効率的に利用して、耕作、または、養畜の事業を行う」と認められる

こと。 

農作業に、「常時従事する」と認められること。 

利用権の設定等を受けた後において、農作業に常時従事すると認められな

い場合の備えるべき要件である「地域の農業者との適切な役割分担の下、継

続的、かつ、安定的に農業経営を行う」と見込まれること。 

利用権を設定する土地について、「関係権利者全ての同意が得られている」

ことの各要件を満たしていると考えます。 

また、地域との調和要件については、地区担当委員からの現地調査結果で

も、許可相当と報告をいただいております。 

 

以上で、議案第４号 農業経営基盤強化促進法の規定による 農用地利用

集積計画の決定について、説明を終わります。 

 

 ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

これから審議に入りますが、賃貸借権設定の１１番、１２番及び６２番

案件の譲受人は、８番 齋藤 委員が関係者であり、４２番案件の譲渡人

は、１３番 松田 委員で、同案件から４５番案件の譲受人は「分田三鼎

会」であり、同じく１３番 松田 委員が関係者であります。 

続いて、５２番案件は、推進委員の８番 上松 推進委員、６８番案件

は、９番 菅井 委員がそれぞれ譲受人であり、６９番案件の譲受人は「農

事組合法人ファームホリコシ」で、５番 皆川 委員が関係者であります。 

同様に、７６番案件は、推進委員の１１番 細山 推進委員、８９番案件は、

１１番 五十嵐 委員、１０４番案件は推進委員の１４番 青木 推進委員が、

それぞれ譲受人であります。 

また、中間管理事業の４５番案件の譲渡人は、推進委員の１０番 伊藤 推

進委員であります。 

いずれも農業委員会等に関する法律第３１条で規定されている「議事参与の

制限」に該当しますので、本日、出席している当該関係委員は退室し、該当す

る案件から先に審議したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議がないようですので、そのようにいたします。 

賃貸借権設定の「議事参与の制限」に該当する案件を審議いたします。 
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初めに、６８番案件を審議いたしますので、９番 菅井 委員の退室をお願

いいたします。 

 

─ ９番 菅井 委員  退室 ─ 

  

９番 菅井 委員が退室されましたので、６８番案件について、審議いた

します。 

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

  よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。６８番案件について、原案のとおり承認することにご異議

ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。したがいまして、６８番案件について、原案のとお

り承認することに決定いたしました。 

９番 菅井 委員の入室をお願いいたします。 

 

─ ９番 菅井 委員  入室 ─ 

 

 ９番 菅井 委員が着席されましたので、続けます。 

続きまして、６９番案件を審議いたしますので、５番 皆川 委員の退

室をお願いいたします。 

 

─ ５番 皆川 委員  退室 ─ 

 

 ５番 皆川 委員が退室されましたので、６９案件について、審議いたしま

す。 

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

  よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。６９番案件について、原案のとおり承認することにご異議

ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。したがいまして、６９番案件について、原案のとおり

承認することに決定いたしました。 

 ５番 皆川 委員の入室をお願いいたします。 

 

─ ５番 皆川 委員  入室 ─ 

 

 ５番 皆川 委員が着席されましたので、続けます。 
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続きまして、８９番案件を審議いたしますので、１１番 五十嵐 委員の退

室をお願いいたします。 

 

─ １１番 五十嵐 委員  退室 ─ 

 

 １１番 五十嵐 委員が退室されましたので、８９番案件について、審議い

たします。 

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

  よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。８９番案件について、原案のとおり承認することにご異議

ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。したがいまして、８９番案件について、原案のとお

り承認することに決定いたしました。 

 １１番 五十嵐 委員の入室をお願いいたします。 

 

─ １１番 五十嵐 委員  入室 ─ 

 

 １１番 五十嵐 委員が着席されましたので、続けます。 

 次に、今程、決定した議事参与の案件以外の案件について、審議いたしま

す。 

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

  

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。先程の議事参与の案件以外の案件について、原案のとおり

承認することにご異議ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。したがいまして、先程の議事参与の案件以外の案件

について、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

これで、議案第４号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集

積計画の決定について、全て原案のとおり承認することに決定いたしまし

た。 

 以上で、本日の総会の案件の審議はすべて終了いたしました。 

ご協力ありがとうございました。 

 

－ １４時１５分終了 － 
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会議の経過を記載して相違ないことを証するためにここに署名する。 

 

 

   令和４年１月３１日 
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    議事録署名委員   ９番                ㊞ 

 

 

    議事録署名委員  １０番                ㊞ 

 

 

    議 長 

農業委員会長                      ㊞ 


